
 

障 発 1 1 2 8 第 ２ 号 

こ 支 障 第 ４ １ ６ 号 

令和７年 11 月 28 日 

   

各          殿 

 

 

                              

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長  

（ 公 印 省 略 ）                             

 

                              

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正

する命令及び児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について（通

知） 

 

 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改

正する法律」（令和４年法律第 104 号）の一部が令和７年 12 月１日に施行される

ことに伴い、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規

則の一部を改正する命令」（令和７年内閣府・厚生労働省令第 12 号）及び「児童福

祉法施行規則の一部を改正する内閣府令」（令和７年内閣府令第 100 号）が本日公布

されたところです。 

 命令及び内閣府令の内容は別添１から別添３のとおりですので、御了知の上、

必要に応じて関係団体、関係機関等に周知願います。 

  

 

 

別添１ 官報 

別添２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一

部を改正する命令の内容 

別添３ 児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令の内容 

都道府県知事 

指定都市市長 

中 核 市 市 長 

児童相談所設置市市長 

 



障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
四
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
四
章

（
略
）

第
五
章

障
害
福
祉
計
画
等
（
第
六
十
八
条
の
三
の
二

第
六
十
八
条
の
三
の
十
四
）

第
五
章

障
害
福
祉
計
画
（
第
六
十
八
条
の
三
の
二
・
第
六
十
八
条
の
三
の
三
）

第
六
章
・
第
七
章

（
略
）

第
六
章
・
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
方
法
）

（
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
方
法
）

第
六
十
五
条
の
三

令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
六
条
の

三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
等
又
は
当
該
支
給
決
定

障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者
等
又

は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
（
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。）」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
三

令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
六

条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
等
又
は
当
該
支
給

決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者

等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
（
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。）」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
四
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
五
条
の
四

令
第
四
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
条
第

一
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
（
同
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。）と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上

限
月
額
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
四

令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同

条
第
一
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
（
同
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
同
じ
。）と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
定
め
る
額
を
負

担
上
限
月
額
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（
補
装
具
費
の
支
給
の
申
請
）

（
補
装
具
費
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
五
条
の
七

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
補
装
具
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又

は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
補
装
具
の
購
入
等
（
法
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
購
入
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
は
、
市
町
村
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
提
出
し
、
補
装
具
の
購
入
等
が

完
了
し
た
後
に
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
書
類
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市

町
村
は
、
当
該
添
付
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
項
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

第
六
十
五
条
の
七

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
補
装
具
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又

は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
補
装
具
の
購
入
等
（
法
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
購
入
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
は
、
市
町
村
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
提
出
し
、
補
装
具
の
購
入
等
が

完
了
し
た
後
に
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
書
類
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市

町
村
は
、
当
該
添
付
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
項
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

厚
生
労
働
省
令
第
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令

及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十

九
条
の
二
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九
条
の
二
の
六
、
第
八
十
九
条
の
二
の
十
並
び
に
第
百
八
条
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
五
十
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎



SMORQ
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別添１




当
該
添
付
書
類
を
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
を
受
け
た
身
体
障
害
者
手

帳
に
よ
っ
て
当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
が
補
装
具
の
購
入
等
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
第
六
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
、
そ
れ
ぞ
れ
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
添
付
書
類
を
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
を
受
け
た
身
体
障
害
者
手

帳
に
よ
っ
て
当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
が
補
装
具
の
購
入
等
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
第
六
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
、
そ
れ
ぞ
れ
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
う
ち
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
者
の
所
得
が
同
条
第
二
項
の
基
準
未
満
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
所
得
の
状
況
に
関
す
る
事
項

五

当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
う
ち
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
者
の
所
得
が
同
条
第
二
項
の
基
準
未
満
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
所
得
の
状
況
に
関
す
る
事
項

六
〜
十

（
略
）

六
〜
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
申
請
）

（
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
申
請
）

第
六
十
五
条
の
九
の
二

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等

（
令
第
四
十
六
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
を
除
く
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条
の
九
の
二

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等

（
令
第
四
十
三
条
の
四
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
を
除
く
。）は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
申
請
を
行
う
支
給
決
定
障
害
者
等
に
係
る
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
（
令
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
を
い
う
。）

二

当
該
申
請
を
行
う
支
給
決
定
障
害
者
等
に
係
る
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
（
令
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
を
い
う
。）

三

当
該
申
請
を
行
う
支
給
決
定
障
害
者
等
が
同
一
の
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
令
第
四
十
七
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
当
該
購
入
等
を
し
た
補
装
具
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額

三

当
該
申
請
を
行
う
支
給
決
定
障
害
者
等
が
同
一
の
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
令
第
四
十
三
条
の
五
第

一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
当
該
購
入
等
を
し
た
補
装
具
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
合
算
し
た
額

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
支
給
決
定
障
害
者
（
令
第
四
十
六
条
第
五

項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
限
る
。）及
び
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
障
害
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
支
給
決
定
障
害
者
（
令
第
四
十
三
条
の
四

第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
限
る
。）及
び
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
障
害
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
申
請
を
行
う
障
害
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
令
第
四
十
六
条

第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
十
五
条
の
九
の
五
に
お

い
て
同
じ
。）に
係
る
令
第
四
十
七
条
第
六
項
に
定
め
る
額

二

当
該
申
請
を
行
う
障
害
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
令
第
四
十
三
条

の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
十
五
条
の
九
の
五

に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
令
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
に
定
め
る
額

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
証
す
る
書
類
及
び
令
第
四
十
六
条
第
五
項
各
号
（
第
四

号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
申
請
者
及
び
当
該
申
請
者
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
そ
の
配
偶
者
が
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
障
害
福
祉
相

当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税

を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。）で
あ
る
こ
と
又
は
申
請
者
及
び
当
該
申
請
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
そ
の
配
偶
者
が
障

害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
っ
て
次
条
に
規

定
す
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
は
、
当
該

書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
証
す
る
書
類
及
び
令
第
四
十
三
条
の
四
第
五
項
各
号（
第

四
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
申
請
者
及
び
当
該
申
請
者
と
同
一
の

世
帯
に
属
す
る
そ
の
配
偶
者
が
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
障
害
福
祉

相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民

税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を

有
し
な
い
者
を
除
く
。）で
あ
る
こ
と
又
は
申
請
者
及
び
当
該
申
請
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
そ
の
配
偶
者
が

障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
っ
て
次
条
に

規
定
す
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
は
、
当

該
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
令
第
四
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
令
第
四
十
三
条
の
四
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
五
条
の
九
の
三

令
第
四
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
六
十
五

歳
に
達
す
る
日
の
前
日
の
属
す
る
月
に
お
い
て
、
令
第
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
っ
た

者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
四
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

な
っ
た
も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
三

令
第
四
十
三
条
の
四
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
六

十
五
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
の
属
す
る
月
に
お
い
て
、
令
第
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
と

な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
四
号
に
定
め
る
額
を
負
担
上
限
月
額
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状

態
と
な
っ
た
も
の
と
す
る
。
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（
令
第
四
十
六
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
程
度
）

（
令
第
四
十
三
条
の
四
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
程
度
）

第
六
十
五
条
の
九
の
四

令
第
四
十
六
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
程
度

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
四

令
第
四
十
三
条
の
四
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
程

度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
令
第
四
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
令
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
五
条
の
九
の
五

令
第
四
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
障
害
福
祉
相
当

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
当
該
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
に
規
定
す

る
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
が
支
給
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の

と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
五

令
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
障
害
福
祉

相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
当
該
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
に
規

定
す
る
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
が
支
給
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

も
の
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
三

令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支
援
施
設
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
の
三

令
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支
援
施
設
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

第
五
章

障
害
福
祉
計
画
等

第
五
章

障
害
福
祉
計
画

（
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
）

（
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
）

第
六
十
八
条
の
三
の
三

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
、

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
若
し
く
は
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
（
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。）（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
等
」
と
い
う
。）の
作
成
、
市
町

村
障
害
福
祉
計
画
等
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
又
は
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
等
の
達
成
状
況
の
評
価
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
調
査
及
び
分
析
を
行
う
た
め
、
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
障

害
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
市
町
村
長

又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
八
条
の
三
の
三

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
、

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
若
し
く
は
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
（
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。）（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
等
」
と
い
う
。）の
作
成
、
市
町

村
障
害
福
祉
計
画
等
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
又
は
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
等
の
達
成
状
況
の
評
価
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
調
査
及
び
分
析
を
行
う
た
め
、
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
障
害
福
祉
等
関
連

情
報
を
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
八
条
の
三
の
四

法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
障
害
福
祉
等
関
連
情

報
に
係
る
特
定
の
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
、
医
師
そ
の
他
の
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ

れ
る
特
定
の
個
人
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
六
十
八
条
の
三
の
五

法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

（
新
設
）

一

障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
前
条
に
規
定
す
る
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
述
等
の
全
部
又

は
一
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
全
部
又
は
一
部
の
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な

い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。

二

障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号
を
い
う
。）の
全
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当

該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え

る
こ
と
を
含
む
。）。
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三

障
害
福
祉
等
関
連
情
報
と
当
該
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
措
置
を
講
じ
て
得
ら
れ
る
情
報
と
を
連
結
す
る

符
号
（
現
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
を
相
互
に
連
結
す
る
符
号

に
限
る
。）を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
当

該
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
と
当
該
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
措
置
を
講
じ
て
得
ら
れ
る
情
報
を
連
結
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
符
号
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。

四

特
異
な
記
述
等
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
特
異
な
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な

い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
と
当
該
障
害
福
祉
等
関
連

情
報
を
含
む
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で

あ
っ
て
、
特
定
の
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系

的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。）を
構
成
す
る
他
の
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
と
の
差
異
そ

の
他
の
当
該
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
性
質
を
勘
案
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

第
六
十
八
条
の
三
の
六

法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
（
同
項

に
規
定
す
る
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲

げ
る
者
（
当
該
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数
の
者
。
以

下
「
提
供
申
出
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
提
供
申
出
書
」
と
い
う
。）

に
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理

の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し
て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

提
供
申
出
者
が
公
的
機
関
（
国
の
行
政
機
関
（
こ
ど
も
家
庭
庁
及
び
厚
生
労
働
省
を
除
く
。）又
は
地
方
公

共
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
公
的
機
関
の
名
称

ロ

担
当
す
る
部
局
又
は
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先

二

提
供
申
出
者
が
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）

ロ

当
該
法
人
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
職
名
及
び
連
絡
先

三

提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

当
該
個
人
の
職
業
、
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

四

提
供
申
出
者
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
者
を
第
一
号
の
公
的
機
関
と
み
な

し
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項

五

代
理
人
に
よ
っ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

当
該
代
理
人
の
職
業
、
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

六

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
の
氏
名
、
職
業
、
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

七

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
抽
出
対
象
期
間
、
種
類
及
び
抽
出
条
件
そ
の
他
の
当
該
匿
名
障
害
福

祉
等
関
連
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
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八

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
場
所
（
日
本
国
内
に
限
る
。）並
び
に
保
管
場
所
（
日
本
国
内
に

限
る
。）及
び
管
理
方
法

九

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
目
的

十

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
情
報
量
が
、
前
号
に
規
定
す
る
利
用
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
最
小
限

で
あ
る
旨
及
び
そ
の
判
断
の
根
拠
と
な
る
情
報

十
一

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
が
第
六
十
八
条
の
三
の
十
第
二
号
イ

か
ら

ま
で

に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨

十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
提
供
申
出
者
の
行
う
業
務
が
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提

供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

提
供
申
出
者
が
公
的
機
関
で
あ
る
場
合

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接
の
利
用
目
的
が

障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査
に
資
す
る
目
的
で
あ
る
旨

提
供
申
出
者
が
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
で
あ
る
場
合

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接

の
利
用
目
的
が
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
に
関
す
る

研
究
に
資
す
る
目
的
で
あ
る
旨

提
供
申
出
者
が
次
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接
の
利

用
目
的
が
第
六
十
八
条
の
三
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
資
す
る
目
的
で
あ
る
旨

ロ

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接
の
利
用
目
的
で
あ
る
業
務
の
名
称
、
必
要
性
、
内
容
及
び
実

施
期
間

ハ

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
手
法
及
び
期
間
並
び
に
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情

報
を
利
用
し
て
作
成
す
る
成
果
物
の
内
容

ニ

当
該
業
務
の
成
果
物
を
公
表
す
る
方
法

ホ

個
人
及
び
法
人
の
権
利
利
益
、
国
の
安
全
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
旨

ヘ

第
六
十
八
条
の
三
の
十
に
規
定
す
る
措
置
と
し
て
講
ず
る
内
容

ト

当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
特
に
必
要
と
認

め
る
事
項

２

提
供
申
出
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

提
供
申
出
書
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
資
料
（
以
下
「
提
供
申
出
書
等
」
と
い
う
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る

提
供
申
出
者
（
提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住

所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
又
は
運
転
経
歴
証
明
書
、
資
格

確
認
書
等
、
介
護
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
証
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書

で
申
出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類

二

代
理
人
に
よ
っ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
代
理
権
を
証
明
す
る
書
面
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３

提
供
申
出
者
は
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下「
連
結
対
象
情
報
」

と
い
う
。）と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定

す
る
提
供
の
申
出
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
匿
名

医
療
保
険
等
関
連
情
報
（
以
下「
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
」

と
い
う
。）

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省

令
第
百
二
十
九
号
）
第
五
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
提
供
の
申
出

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
五

第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
（
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連

情
報
を
除
く
。）

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
提
供
の
申
出

４

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
提
供
申
出
書
等
に
不
備

が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
が
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
供
申
出
者
に
対

し
て
、
説
明
を
求
め
、
又
は
当
該
提
供
申
出
書
等
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
出
に
応
じ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
提
供
申
出
者
に
対
し
、
当
該
申
出
に
係
る
匿
名
障
害
福
祉

等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
通
知
を
受
け
た
提
供
申
出
者
は
、
当
該
通
知
に
係
る
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
の
実
施
を

求
め
る
と
き
は
、
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
依
頼
書
に
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と

認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

７

提
供
申
出
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
提
供
申
出
書
に
記
載
し
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
八
条
の
三
の
七

法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
民
間
事
業
者

又
は
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
（
同
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
補
助
金
若
し
く
は
国
立
研
究

開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業

務
と
し
て
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
交
付
す
る
助
成
金
を
充
て
て
次
条
第
一
項
に
定
め

る
業
務
を
行
う
個
人
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

法
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
五
第
三
項
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
を
規
定
す
る
法
律
（
連
結
対
象
情
報
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
統
計
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
五
十
三
号
）
若
し
く
は
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の

規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

二

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ

た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。）

三

法
人
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

四

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
又
は
暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
若
し
く
は

当
該
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
等
（
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
及
び
連
結

対
象
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
十
八
条
の
三
の
十
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
利
用
し
て
不
適

切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
関
係
法
令
の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
六
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
等

を
提
供
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
が
認
め
た
者

（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
）

第
六
十
八
条
の
三
の
八

法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

（
新
設
）

一

障
害
福
祉
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め

ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
福
祉
分
野
の
調
査
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す

る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
っ
た
分
析
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

個
人
及
び
法
人
の
権
利
利
益
、
国
の
安
全
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

ニ

第
六
十
八
条
の
三
の
十
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び

立
案
に
関
す
る
調
査
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援

事
業
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
っ
た
調
査
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

前
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

三

障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
に
関
す
る
研
究
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援

事
業
に
関
す
る
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

四

障
害
福
祉
の
経
済
性
及
び
効
率
性
に
関
す
る
研
究
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
福
祉
の
経
済
性
及
び
効
率
性
に
関
す
る
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
と

を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

五

障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
業
務
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
に
特
に
資
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を

直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
っ
た
業
務
の
内
容
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。
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２

提
供
申
出
者
が
行
う
業
務
が
法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報

を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
（
連
結
対
象
情
報
に
限
る
。）と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
は
、
前
項
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
五
条
の
七
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
業
務

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
七

第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
業
務

（
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
）

第
六
十
八
条
の
三
の
九

法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
連
結
対
象
情
報
と

す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
）

第
六
十
八
条
の
三
の
十

法
第
八
十
九
条
の
二
の
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

（
新
設
）

一

次
に
掲
げ
る
組
織
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
適
正
管
理
に
係
る
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
の
権
限
及
び
責
務
並
び
に
業
務
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
管
理
簿
を
整
備
す
る
こ
と
。

ニ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
適
正
管
理
に
関
す
る
規
程
の
策
定
及
び
実
施
並
び
に
そ
の
運
用
の
評
価

及
び
改
善
を
行
う
こ
と
。

ホ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
発
生
時
に
お
け
る
事
務
処
理
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
人
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。

第
六
十
八
条
の
三
の
七
第
一
号
に
該
当
す
る
者

暴
力
団
員
等

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
等
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
関
係
法

令
の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
六

第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
等
を
取
り
扱
う
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
が
認
め
た
者

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
行
う
こ
と
。
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三

次
に
掲
げ
る
物
理
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
区
域
を
特
定
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
区
域
と
し
て
特
定
さ
れ
た
区
域
へ
の
立
入
り
の
管
理
及
び
制

限
を
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
機
器
の
盗
難
等
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

ニ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
削
除
し
、
又
は
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
が
記
録
さ
れ
た
機
器
等
を

廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
復
元
不
可
能
な
手
段
で
行
う
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
技
術
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
に
お
い
て
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
限
定
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
が
電
気
通
信
回
線
等
に
接
続
し
て
い
る
場

合
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二

十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。）を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
が
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
に

伴
う
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
を
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
委
託
を
受
け
た
者

が
講
ず
る
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
の
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
に
つ
い
て
必

要
な
確
認
を
行
う
こ
と
。

ロ

イ
の
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
申
し
出
た
者
以
外
の
者
が
当
該
匿
名

障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
八
条
の
三
の
十
一

法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
条
に
規
定
す
る
事
務
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
者
と
す
る
。

（
新
設
）

（
手
数
料
に
関
す
る
手
続
）

第
六
十
八
条
の
三
の
十
二

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
（
法
第

八
十
九
条
の
二
の
四
に
規
定
す
る
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
、
当
該

匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
手
数
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
額
及
び
納
付
期
限
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

２

前
項
の
通
知
を
受
け
た
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
納
付
期
限
ま
で
に
手
数
料
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
第
五
十
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
）

第
六
十
八
条
の
三
の
十
三

令
第
五
十
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
手
数
料
納
付
書
と
す
る
。

（
新
設
）

一

手
数
料
の
額

二

手
数
料
の
納
付
期
限

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
手
数
料
の
免
除
に
関
す
る
手
続
）

第
六
十
八
条
の
三
の
十
四

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者

か
ら
令
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数

料
の
免
除
の
許
否
を
決
定
し
、
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
大
都
市
の
特
例
）

（
大
都
市
の
特
例
）

第
七
十
条

令
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
条

令
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
中
核
市
の
特
例
）

（
中
核
市
の
特
例
）

第
七
十
一
条

令
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条

令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

附

則

附

則

（
法
附
則
第
十
三
条
の
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
法
附
則
第
十
三
条
の
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

令
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
中
「
市
町
村
等
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

令
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
中
「
市
町
村
等
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

令
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
第
一
項
中
「
市
町
村
等
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
第
一
項
中
「
市
町
村
等
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
五
号
（
裏
面
）
及
び
別
表
第
六
号
（
裏
面
）
中
「
忌
避
し
た
者
」
を
「
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。





児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
一
章
の
四

﹇
略
﹈

第
一
章
〜
第
一
章
の
四

﹇
同
上
﹈

第
二
章

福
祉
の
保
障
（
第
七
条

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
四
）

第
二
章

福
祉
の
保
障
（
第
七
条

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
三
）

第
三
章
〜
第
四
章

﹇
略
﹈

第
三
章
〜
第
四
章

﹇
同
上
﹈

附
則

附
則

第
七
条
の
四
十
五

法
第
十
九
条
の
二
十
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七

項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の

六
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
提
示
す
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
提
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
七
条
の
四
十
五

法
第
十
九
条
の
二
十
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七

項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
提
示
す
る
方

法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
提
示
す
る
方

法
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

同
意
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号
を
い
う
。
第
三
十
六
条
の
三
十

の
六
の
五
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
全
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の

で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。

二

同
意
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号
を
い
う
。）の
全
部
を
削
除
す
る

こ
と
（
当
該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に

置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。

﹇
三
〜
五

略
﹈

﹇
三
〜
五

同
上
﹈

第
十
七
条
の
三

法
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
（
同
項

に
規
定
す
る
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各

号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数
の

者
。
以
下
「
提
供
申
出
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
提
供
申
出
書
」
と

い
う
。）に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理
の
た
め
に

必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾

病
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
三

法
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
（
同
項

に
規
定
す
る
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各

号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数
の

者
。
以
下
「
提
供
申
出
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
提
供
申
出
書
」
と

い
う
。）に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理
の
た
め
に

必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾

病
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
供
申
出
者
が
公
的
機
関
（
国
の
行
政
機
関
（
厚
生
労
働
省
を
除
く
。）又
は
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

一

提
供
申
出
者
が
公
的
機
関
（
国
の
行
政
機
関
（
厚
生
労
働
省
を
除
く
。）又
は
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
令
第
百
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
及
び
児
童
福
祉

法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
六
、

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
並
び
に
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗





二

提
供
申
出
者
が
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

二

提
供
申
出
者
が
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
第
三
十
六
条
の
三
十

の
六
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）

ロ

﹇
略
﹈

ロ

﹇
同
上
﹈

﹇
三
〜
十
二

略
﹈

﹇
三
〜
十
二

同
上
﹈

﹇

﹈

提
供
申
出
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇

﹈

提
供
申
出
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

提
供
申
出
書
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
資
料
（
以
下
「
提
供
申
出
書
等
」
と
い
う
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る

提
供
申
出
者
（
提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住

所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
法
第
五
十
一
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
民
健
康
保
険

法
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
六

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
書
面
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
項
の
規
定
を

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
書
面
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に

よ
る
被
保
険
者
証
、
健
康
保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
を

い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。）で
申
出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
そ
の
他
こ

れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類

一

提
供
申
出
書
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
資
料
（
以
下
「
提
供
申
出
書
等
」
と
い
う
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る

提
供
申
出
者
（
提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住

所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
法
第
五
十
一
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
民
健
康
保
険

法
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
書
面
若
し
く
は
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

書
面
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済

法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
書
面
又
は
地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
、
健
康

保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政

令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の

国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
で
申
出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

第
十
七
条
の
四

法
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
民
間
事
業
者
又

は
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
（
同
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
七
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共

団
体
が
支
出
す
る
補
助
金
若
し
く
は
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
交

付
す
る
助
成
金
を
充
て
て
次
条
第
一
項
に
定
め
る
業
務
を
行
う
個
人
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四

法
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
民
間
事
業
者
又

は
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
（
同
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
補
助
金
若
し
く
は
国
立
研
究
開

発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務

と
し
て
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
交
付
す
る
助
成
金
を
充
て
て
次
条
第
一
項
に
定
め
る

業
務
を
行
う
個
人
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

第
十
七
条
の
七

法
第
二
十
一
条
の
四
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

第
十
七
条
の
七

法
第
二
十
一
条
の
四
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

次
に
掲
げ
る
技
術
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

四

次
に
掲
げ
る
技
術
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



ロ

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十

八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
第
四

号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十

八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。）を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

ハ

﹇
略
﹈

ハ

﹇
同
上
﹈

五

﹇
略
﹈

五

﹇
同
上
﹈

第
十
八
条
の
八

法
第
二
十
一
条
の
五
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
者
と
す
る
。

第
十
八
条
の
八

法
第
二
十
一
条
の
五
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
者
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人

二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
市
町
村
事

務
受
託
法
人

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
二

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
障
害
児
通
所
給
付
費
等
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
（
法
第
五
十
条
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）に
要
す
る
費
用
の
額
に
関
す
る
地
域
別
又
は
年
齢
別
の
状
況
に
関
す
る
事
項
並
び
に
こ
れ
ら

に
準
ず
る
事
項
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
二

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
障
害
児
通
所
給
付
費
等
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
等
を
い
う
。）及

び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
（
法
第
五
十
条
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
を
い
う
。）に
要
す

る
費
用
の
額
に
関
す
る
地
域
別
又
は
年
齢
別
の
状
況
に
関
す
る
事
項
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
と
す
る
。

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
三

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
、
市
町
村
障
害

児
福
祉
計
画
若
し
く
は
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画
（
法
第
三
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
障
害
児
福
祉
計
画
を
い
う
。）（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
等
」
と
い
う
。）の
作
成
、

市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
等
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
又
は
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
等
の
達
成
状
況
の
評
価
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
調
査
及
び
分
析
を
行
う
た
め
、
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
（
法
第
三
十
三
条
の
二

十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合

で
あ
つ
て
、
当
該
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
障
害
児
福
祉

等
関
連
情
報
を
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
三

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
、
市
町
村
障
害

児
福
祉
計
画
若
し
く
は
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画
（
法
第
三
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
障
害
児
福
祉
計
画
を
い
う
。）（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
等
」
と
い
う
。）の
作
成
、

市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
等
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
又
は
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
等
の
達
成
状
況
の
評
価
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
調
査
及
び
分
析
を
行
う
た
め
、
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
（
法
第
三
十
三
条
の
二

十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
提
供
を

求
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
四

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
障
害
児

福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
特
定
の
障
害
児
、
障
害
児
の
保
護
者
、
医
師
そ
の
他
の
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に

よ
つ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
五

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
前
条
に
規
定
す
る
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
述
等
の
全
部

又
は
一
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
全
部
又
は
一
部
の
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し

な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。

二

障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号
の
全
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
個
人
識
別
符
号

を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含

む
。）。

三

障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
と
当
該
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
措
置
を
講
じ
て
得
ら
れ
る
情
報
と
を
連
結

す
る
符
号
（
現
に
内
閣
総
理
大
臣
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
を
相
互
に
連
結
す
る
符
号
に
限
る
。）を
削
除
す

る
こ
と
（
当
該
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
当
該
障
害
児
福
祉
等
関

連
情
報
と
当
該
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
措
置
を
講
じ
て
得
ら
れ
る
情
報
を
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

符
号
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。
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四

特
異
な
記
述
等
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
特
異
な
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な

い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。）。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
と
当
該
障
害
児
福
祉
等

関
連
情
報
を
含
む
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
含
む
情
報
の
集

合
物
で
あ
つ
て
、
特
定
の
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。）を
構
成
す
る
他
の
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等

と
の
差
異
そ
の
他
の
当
該
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
性
質
を
勘
案
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま

え
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
六

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関

連
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す

る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当

該
複
数
の
者
。
以
下
「
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
提
供
申
出
書
」
と
い
う
。）に
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長

官
が
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
資
料
を
添
付
し

て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
の
申
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
公
的
機
関
（
国
の
行
政
機
関
（
こ
ど
も
家
庭
庁
を

除
く
。）又
は
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
公
的
機
関
の
名
称

ロ

担
当
す
る
部
局
又
は
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先

二

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
法
人
等
の
名
称
、
住
所
及
び
法
人
番
号

ロ

当
該
法
人
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
職
名
及
び
連
絡
先

三

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

当
該
個
人
の
職
業
、
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

四

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
者
を
第
一
号
の
公
的
機
関
と
み
な
し
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項

五

代
理
人
に
よ
つ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

当
該
代
理
人
の
職
業
、
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

六

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
の
氏
名
、
職
業
、
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

七

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
抽
出
対
象
期
間
、
種
類
及
び
抽
出
条
件
そ
の
他
の
当
該
匿
名
障
害

児
福
祉
等
関
連
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

八

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
場
所
（
日
本
国
内
に
限
る
。）並
び
に
保
管
場
所
（
日
本
国
内

に
限
る
。）及
び
管
理
方
法

九

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
目
的

十

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
情
報
量
が
、
前
号
に
規
定
す
る
利
用
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
最
小

限
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
判
断
の
根
拠
と
な
る
情
報

十
一

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
が
第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
第
二
号
イ

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
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十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
の
行
う
業
務
が

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
業
務
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め

る
事
項

イ

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
公
的
機
関
で
あ
る
場
合

当
該
匿
名
障
害
児

福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接
の
利
用
目
的
が
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
及
び

障
害
児
入
所
給
付
費
等
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査
に
資
す
る
目
的
で
あ
る
旨

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
で
あ
る
場
合

当

該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接
の
利
用
目
的
が
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所

給
付
費
等
及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
目
的
で
あ
る
旨

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
次
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合

当
該
匿

名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接
の
利
用
目
的
が
第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
八
第
一
項
に
規
定
す

る
業
務
に
資
す
る
目
的
で
あ
る
旨

ロ

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
直
接
の
利
用
目
的
で
あ
る
業
務
の
名
称
、
必
要
性
、
内
容
及
び

実
施
期
間

ハ

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
手
法
及
び
期
間
並
び
に
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関

連
情
報
を
利
用
し
て
作
成
す
る
成
果
物
の
内
容

ニ

当
該
業
務
の
成
果
物
を
公
表
す
る
方
法

ホ

個
人
及
び
法
人
の
権
利
利
益
、
国
の
安
全
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
旨

ヘ

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
に
規
定
す
る
措
置
と
し
て
講
ず
る
内
容

ト

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事
項

﹇

﹈

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
こ

ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
提
供
申
出
書
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
資
料
（
以
下
「
第
三
十
三
条
の
二
十

三
の
三
提
供
申
出
書
等
」
と
い
う
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出

者
（
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）及
び
そ
の
代
理
人

の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
書
面
、
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
介
護
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
証
、

健
康
保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
で
申
出
の

日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類

二

代
理
人
に
よ
つ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
代
理
権
を
証
明
す
る
書
面

﹇

﹈

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
は
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
連
結
対
象
情
報
」
と
い
う
。）と
連
結
し

て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
提
供
の
申
出
の

ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
提
供
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省

令
第
百
二
十
九
号
）
第
五
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
提
供
の
申
出

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
五

第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
（
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関

連
情
報
を
除
く
。）

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
提
供
の
申
出

﹇

﹈

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
提
供
申
出

書
等
に
不
備
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
が
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
匿
名

障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
に
対
し
て
、
説
明
を
求
め
、
又
は
当
該
第
三
十
三
条
の
二
十
三

の
三
提
供
申
出
書
等
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇

﹈

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
応
じ

る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
に
対
し
、
当
該
申
出

に
係
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇

﹈

前
項
の
通
知
を
受
け
た
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
は
、
当
該
通
知
に
係
る
匿

名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
の
実
施
を
求
め
る
と
き
は
、
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
依
頼
書
に
、
こ
ど

も
家
庭
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇

﹈

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
第
三
十
三

条
の
二
十
三
の
三
提
供
申
出
書
に
記
載
し
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
変
更

し
よ
う
と
す
る
事
項
を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
七

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、

民
間
事
業
者
又
は
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助

金
等
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
補
助
金
若
し
く
は
国

立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
第
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
国
立
研
究
開
発
法
人

日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
交
付
す
る
助
成
金
を
充
て
て
次
条
第
一
項
に
定
め
る
業
務
を
行
う
個
人
で
あ
つ

て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条

の
五
第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
を
規
定
す
る
法
律
（
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
連
結

対
象
情
報
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
統
計
法
若
し
く
は
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
法

律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

二

暴
力
団
員
等

三

法
人
等
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

四

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
又
は
暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
若
し
く
は

当
該
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
等
（
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
及
び

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
連
結
対
象
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
の

六
の
十
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
関
係
法
令
の

規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
六
第
五
号
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
等
を
提
供
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
が
認
め
た
者
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第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
八

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

障
害
児
福
祉
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
児
福
祉
分
野
の
調
査
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的

と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
つ
た
分
析
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

個
人
及
び
法
人
の
権
利
利
益
、
国
の
安
全
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

ニ

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
に
関
す
る
施
策
の
企

画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
及
び
障
害
児

入
所
給
付
費
等
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
つ
た
調
査
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

前
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

三

障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
に
関
す
る
研
究
で
あ

つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
及
び
障
害
児

入
所
給
付
費
等
に
関
す
る
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
つ
た
研
究
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

四

障
害
児
福
祉
の
経
済
性
及
び
効
率
性
に
関
す
る
研
究
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
福
祉
の
経
済
性
及
び
効
率
性
に
関
す
る
研
究
の
用
に
供
す
る
こ

と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
つ
た
研
究
の
成
果
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

五

障
害
児
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
業
務
で
あ
つ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
に
特
に
資
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を

直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
て
行
つ
た
業
務
の
内
容
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

﹇

﹈

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
提
供
申
出
者
が
行
う
業
務
が
法
第
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
（
匿
名
障
害
児
福
祉

等
関
連
情
報
に
係
る
連
結
対
象
情
報
に
限
る
。）と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
を
受
け
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
は
、
前
項
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ほ
か
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
五
条
の
七
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
業
務

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
七

第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
業
務

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
九

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
匿
名

障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
連
結
対
象
情
報
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
六
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る

措
置
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

次
に
掲
げ
る
組
織
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
適
正
管
理
に
係
る
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
の
権
限
及
び
責
務
並
び
に
業
務
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
管
理
簿
を
整
備
す
る
こ
と
。

ニ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
適
正
管
理
に
関
す
る
規
程
の
策
定
及
び
実
施
並
び
に
そ
の
運
用
の
評

価
及
び
改
善
を
行
う
こ
と
。

ホ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
発
生
時
に
お
け
る
事
務
処
理
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
人
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
七
第
一
号
に
該
当
す
る
者

暴
力
団
員
等

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
等
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
関
係

法
令
の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の

六
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
等
を
取
り
扱
う
こ
と
が
不
適
切
で
あ

る
と
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
が
認
め
た
者

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
行
う
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
物
理
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
区
域
を
特
定
す
る
こ
と
。

ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
区
域
と
し
て
特
定
さ
れ
た
区
域
へ
の
立
入
り
の
管
理
及
び

制
限
を
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
機
器
の
盗
難
等
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

ニ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
削
除
し
、
又
は
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
が
記
録
さ
れ
た
機
器

等
を
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
復
元
不
可
能
な
手
段
で
行
う
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
技
術
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
に
お
い
て
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連

情
報
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
限
定
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



ロ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
が
電
気
通
信
回
線
等
に
接
続
し
て
い
る
場

合
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
等
が
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
こ
と

に
伴
う
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置

イ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
を
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
委
託
を
受
け
た

者
が
講
ず
る
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
の
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
に
つ
い

て
必
要
な
確
認
を
行
う
こ
と
。

ロ

イ
の
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

ハ

匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
者
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
申
し
出
た
者
以
外
の
者
が
当
該
匿

名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
一

法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
同
条
に
規
定

す
る
事
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
認
め
た
者
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
二

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
は
、
法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
（
法
第
三

十
三
条
の
二
十
三
の
四
に
規
定
す
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
、

当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
一
第
一

項
に
規
定
す
る
手
数
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
額
及
び
納
付
期
限
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

﹇

﹈

前
項
の
通
知
を
受
け
た
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
納
付
期
限
ま
で
に
手
数
料
を
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
三

令
第
三
十
三
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
手
数
料
納
付
書
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

手
数
料
の
額

二

手
数
料
の
納
付
期
限

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六
の
十
四

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
は
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
か
ら
令
第

三
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の

免
除
の
許
否
を
決
定
し
、
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

第
四
十
八
条
の
二

令
第
四
十
四
条
の
八
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二

令
第
四
十
四
条
の
八
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

六

市
町
村
等
事
務
に
係
る
障
害
児
の
保
護
者
若
し
く
は
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯

に
属
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
又
は
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
児
通
所

支
援
若
し
く
は
障
害
児
相
談
支
援
を
行
う
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ

つ
た
者
（
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
「
質
問
等
対
象
者
」
と
い
う
。）か
ら
の
苦
情
を
処
理
す
る
た

め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

六

市
町
村
等
事
務
に
係
る
障
害
児
の
保
護
者
若
し
く
は
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯

に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
又
は
障
害
児
通
所
給
付
費
等
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
等
を
い
う
。）の
支
給
に
係
る
障
害
児
通
所
支
援
若
し
く
は
障
害
児
相
談
支
援

を
行
う
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
（
第
四
十
八
条
の
七
第
一

項
に
お
い
て
「
質
問
等
対
象
者
」
と
い
う
。）か
ら
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

﹇
七
〜
十

略
﹈

﹇
七
〜
十

同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別添２ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する

命令（令和７年内閣府・厚生労働省令第 12号）について 

 

※令和７年 11月 28日公布 

１．改正の趣旨 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第 104 号。以下「改正法」という。）による障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号。以下「法」という。）の一

部改正により、匿名障害福祉等関連情報（改正法の規定による改正後の法第 89 条の２の

３第１項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。）の第三者提供の仕組み

が法定化され、当該第三者提供に係る手続や、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けこれ

を利用する者が講ずるべき安全管理措置に係る規定等が設けられ、これらに関する規定は

令和７年 12月１日より施行される。 

○ 本命令案は、改正法の一部の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行規則（平成 18年厚生労働省令第 19号）において、主務省令で定め

ることとされた事項を定める等の改正を行うものである。 

 

２．改正の概要 

① 障害福祉等関連情報に係る本人 

匿名障害福祉等関連情報を作成する際に、識別することができないようにする障害福

祉等関連情報に係る本人は、特定の障害者等、障害児の保護者、医師その他の障害福祉

等関連情報によって識別される特定の個人と定める。 

 

② 匿名障害福祉等関連情報の作成の方法に関する基準 

  匿名障害福祉等関連情報の作成の方法に関する主務省令で定める基準について、障害

福祉等関連情報に含まれる特定の本人を識別することができる記述等の全部又は一部

を削除すること等と定める。 

 

③ 匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等 

匿名障害福祉等関連情報の提供を受けようとする者（以下「提供申出者」という。）の

手続について、提供申出者の名称等及び匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の氏名等

を記載した書類（以下「提供申出書」という。）に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣

が必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に提出することに

より、匿名障害福祉等関連情報の提供の申出をしなければならないこと等と定める。 

 

④ 匿名障害福祉等関連情報の提供申出者の範囲等 

改正法の規定による改正後の法第 89 条の２の３第１項第３号の主務省令で定める者

について、民間事業者又は匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相

当の公益性を有すると認められる業務を実施するために、補助金等の交付を受けている

者であって、関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者等に該当しな

い者と定める。 



別添２ 

 

⑤ 匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると

認められる業務 

改正法の規定による改正後の法第 89 条の２の３第１項第３号の主務省令で定める業

務について、障害者等の福祉の増進等に関する施策の企画及び立案に関する調査等であ

って、匿名障害福祉等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること等に該

当すると認められるものと定める。 

 

⑥ 連結して利用することができる状態で提供することができる情報 

匿名障害福祉等関連情報と連結して利用することができる状態で提供することがで

きるものは、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 16 条の２

第１項に規定する匿名医療保険等関連情報等と定める。 

 

⑦ 安全管理措置 

匿名障害福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置は、組織的な安全管

理措置（適正管理に係る基本方針を定めること等）、物理的な安全管理措置（匿名障害福

祉等関連情報を取り扱う区域を特定すること等）等と定める。 

 

⑧ 国民健康保険団体連合会等への委託 

改正法の規定による改正後の法第 89条の２の 10の主務省令で定める者は、同条に規

定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官又は厚生労働大臣が

認めた者とする。 

 

⑨ 手数料に関する手続等 

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、匿名障害福祉等関連情報を提供する場合には、

提供申出者に対し、匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通

知するものとし、当該通知を受けた者は、納付期限までに手数料を納付しなければなら

ないこと等を定める。 

 

⑩ その他所要の改正 

  ①から⑨までのほか、所要の規定の整備を行う。 

 

４．施行期日等 

○ この命令は、令和７年 12月１日から施行することとした。 
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第 100号）について 

 

※令和７年 11月 28日公布 

１．改正の趣旨 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第 104号。以下「改正法」という。）による児童福祉法（昭和 22年法律

第 164 号。以下「法」という。）の一部改正により、匿名障害児福祉等関連情報（改正法

の規定による改正後の法第 33 条の 23 の３第１項に規定する匿名障害児福祉等関連情報

をいう。以下同じ。）の第三者提供の仕組みが法定化され、当該第三者提供に係る手続や、

匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けこれを利用する者が講ずるべき安全管理措置に

係る規定等が設けられ、これらに関する規定は令和７年 12月１日より施行される。 

○ 本内閣府令案は、改正法の一部の施行に伴い、児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省

令第 11 号）において、内閣府令で定めることとされた事項を定める等の改正を行うもの

である。 

 

２．改正の概要 

① 障害児福祉等関連情報に係る本人 

匿名障害児福祉等関連情報を作成する際に、識別することができないようにする障害

児福祉等関連情報に係る本人は、特定の障害児、障害児の保護者、医師その他の障害児

福祉等関連情報によって識別される特定の個人と定める。 

 

② 匿名障害児福祉等関連情報の作成の方法に関する基準 

匿名障害児福祉等関連情報の作成の方法に関する内閣府令で定める基準について、障

害児福祉等関連情報に含まれる特定の本人を識別することができる記述等の全部又は

一部を削除すること等と定める。 

 

③ 匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る手続等 

匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けようとする者（以下「提供申出者」という。）

の手続について、提供申出者の名称等及び匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の氏

名等を記載した書類（以下「提供申出書」という。）に、こども家庭庁長官が必要と認め

る資料を添付して、こども家庭庁長官に提出することにより、匿名障害児福祉等関連情

報の提供の申出をしなければならないこと等と定める。 

 

④ 匿名障害児福祉等関連情報の提供申出者の範囲等 

改正法の規定による改正後の法第 33条の 23の３第１項第３号の内閣府令で定める者

について、民間事業者又は匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて

相当の公益性を有すると認められる業務を実施するために、補助金等の交付を受けてい

る者であって、関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者等に該当しな

い者と定める。 
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⑤ 匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する

と認められる業務 

改正法の規定による改正後の法第 33条の 23の３第１項第３号の内閣府令で定める業

務について、障害児の福祉の増進等に関する施策の企画及び立案に関する調査等であっ

て、匿名障害児福祉等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること等に該

当すると認められるものと定める。 

 

⑥ 連結して利用することができる状態で提供することができる情報 

匿名障害児福祉等関連情報と連結して利用することができる状態で提供することが

できるものは、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 16 条の

２第１項に規定する匿名医療保険等関連情報等と定める。 

 

⑦ 安全管理措置 

匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置は、組織的な安全

管理措置（適正管理に係る基本方針を定めること等）、物理的な安全管理措置（匿名障害

児福祉等関連情報を取り扱う区域を特定すること等）等と定める。 

 

⑧ 国民健康保険団体連合会等への委託 

改正法の規定による改正後の法第 33 条の 23 の 10 の内閣府令で定める者は、同条に

規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。 

 

⑨ 手数料に関する手続等 

こども家庭庁長官は、匿名障害児福祉等関連情報を提供する場合には、提供申出者に

対し、匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するもの

とし、当該通知を受けた者は、納付期限までに手数料を納付しなければならないこと等

を定める。 

 

⑩ その他所要の改正 

  ①から⑨までのほか、所要の規定の整備を行う。 

 

４．施行期日等 

○ この命令は、令和７年 12月１日から施行することとした。 




